
 

 

○小樽市立高等看護学院学則 

平成２１年４月１日 

病院規程第２９号 

注 令和２年３月から条文沿革を注記した。 
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第１章 総則 

（設置の目的） 

第１条 小樽市立高等看護学院（以下「学院」という。）は、保健師助産師看護師法（昭和２３

年法律第２０３号）第５条に規定する看護師の資格を得ようとする者に対し、その必要な知識

及び技能を修得させるとともに、その徳性を養うことを目的として設置する。 

（課程） 

第２条 学院に医療専門課程（３年課程）の看護科を置く。 

（在学期間） 

第３条 学院の学生（以下単に「学生」という。）は、６年を超えて学院に在学することができ

ない。 

（定員） 

第４条 学院の入学の定員は、３０名とする。 

（学習年度及び学期） 

第５条 学習年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 学習年度は、２学期に分けるものとし、その期間は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 第１学期 ４月１日から９月３０日まで 

(2) 第２学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第６条 学院の休業日は、次のとおりとする。 

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

(2) 日曜日及び土曜日 

(3) １学年を通じて１０週間以内の期間で、病院事業管理者（以下「管理者」という。）が定

める季節休業日 

(4) 創立記念日 

(5) 前各号のほか、管理者が特に休業日とすることが適当であると認める日 

２ 管理者は、特に必要と認めるときは、休業日であっても授業を行うことができる。 

（授業科目、単位数及び時間数） 

第７条 授業科目、単位数及び時間数は、別表に定めるとおりとする。ただし、学院の長（以下

「学院長」という。）は、必要に応じ、時間数を増加することができる。 



 

 

第２章 入学 

（入学資格） 

第８条 学院の入学資格者は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条の規定に該当す

る者で、入学試験に合格したものとする。 

（入学試験の手続） 

第９条 学院の入学試験を受けようとする者は、入学願書（様式第１号）に高等学校等で発行す

る調査書又は次の書類を添えて、学院長に提出しなければならない。 

(1) 最終学校の卒業（見込）証明書 

(2) 最終学校の成績証明書 

（入学試験） 

第１０条 入学試験は、次により行う。 

(1) 学力試験 

(2) 面接試験 

（入学の許可） 

第１１条 学院長は、入学試験の合格者に対して、入学の許可をする。 

（入学手続及び保証人） 

第１２条 入学を許可された者（以下「入学者」という。）は、学院長が指定する日までに、保

証人２名とともに連署した誓約書（様式第２号）を学院長に提出しなければならない。 

２ 保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。 

(1) 制限行為能力者又は破産者でないこと。 

(2) 入学者が未成年者であるときは、保証人のうち少なくとも１名は、当該入学者の親権者又

は後見人であること。ただし、当該親権者又は後見人が制限行為能力者又は破産者であると

きは、この限りでない。 

３ 学院長は、保証人が前項に規定する保証人の要件に該当しないものと認めるときは、入学者

に当該保証人を変更させることができる。 

（変更の届出） 

第１３条 学生は、前条に規定する保証人を変更し、又は保証人の職業若しくは住所に変更があ

ったときは、速やかに変更後の保証人又は保証人の変更後の職業若しくは住所を学院長に届け

出なければならない。 

２ 学生は、住所、氏名、連絡先等に変更が生じたときは、速やかに変更届（様式第３号）を学

院長に届け出なければならない。 

第３章 単位の認定及び卒業 

（試験） 

第１４条 学院長は、各授業科目について、随時、試験（臨地実習に係る授業科目にあっては評

価）を行う。 

２ 試験及び評価は、別表に掲げる授業科目ごとに、同表に定める時間数の３分の２以上授業に

出席しなければ受けることができない。この場合において、学院長が定める親族の死亡による

服喪その他やむを得ない理由のため授業を欠席した時間があったときは、当該時間のうち学院

長が定める時間は授業に出席したものとみなす。 

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する試験及び評価を受ける条件を満たさない場合に、

学生は補講・追実習願（様式第４号）を学院長に提出しなければならない。 

４ 学院長は、第２項に規定する試験及び評価を受ける条件を満たさない学生に対し、病気その

他やむを得ない事情があると認めて別に指示する講義又は実習を受けさせたときは、試験及び

評価を受けさせることができる。 

５ 試験及び評価は、１００点を満点とし、６０点以上を合格点とする。 



 

 

６ 学院長は、試験の成績又は評価が合格点に達しない学生に対し、その授業科目について再試

験又は再評価を受ける機会を与える。 

７ 学院長は、試験に欠席した者で、その欠席についてやむを得ない理由があると認めるものに

対し、追試験を受ける機会を与える。 

８ 第６項の再試験若しくは再評価又は前項の追試験を受けようとする学生は、学院長が定める

日までに再試験・再評価・追試験願（様式第５号）を学院長に提出しなければならない。 

（単位の認定） 

第１５条 学院長は、前条の試験若しくは評価、再試験若しくは再評価又は追試験に合格した者

に対し単位を認定する。 

２ 学院長は、学生が学校教育法に規定する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門

課程において学習し、単位を修得したものの内容が、別表に掲げる授業科目の学習内容に相当

すると認められ、かつ、教育上有益と認められるときは、当該授業科目の単位として認定する

ことができる。 

３ 前項の規定により認定することができる単位数は、別表総計の項に掲げる単位数の２分の１

を超えることができない。 

（卒業の要件） 

第１６条 学生は、在学期間内に別表に掲げる全ての授業科目の単位の認定を受けなければ、卒

業することができない。 

（令２病院規程７・一部改正） 

（卒業証書の授与） 

第１７条 学院長は、前条に定める卒業の要件を満たした者に卒業証書（様式第６号）及び専門

士の称号を授与する。 

第４章 休学、復学及び退学 

（欠席の届出等） 

第１８条 学生は、授業を欠席しようとするとき又は授業を欠席したときは、欠席届（様式第７

号）により学院長に届け出なければならない。この場合において、欠席の理由が病気によるも

のであり、かつ、引き続き５日以上になるときは、医師の診断書を添付しなければならない。 

（休学） 

第１９条 学生は、病気その他やむを得ない理由により引き続き３月以上休学しようとするとき

は、保証人と連署の上、休学願（様式第８号）により学院長に申し出て、その許可を受けなけ

ればならない。 

２ 学院長は、病気その他やむを得ない理由があると認めるときは、学生に休学を命ずることが

できる。 

（復学） 

第２０条 休学中の学生が復学しようとするときは、保証人と連署の上、復学願（様式第９号）

により学院長に申し出て、その許可を受けなければならない。 

（退学） 

第２１条 学生は、病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、保証人と連署

の上、退学届（様式第１０号）により学院長に申し出なければならない。 

２ 学院長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学させることができる。 

(1) 学業成績が劣等で、卒業の見込みがないと認められるとき。 

(2) 疾病その他の理由により、卒業の見込みがないと認められるとき。 

(3) 特別な理由がなく、授業料を滞納したとき。 

第５章 賞罰 

（表彰） 



 

 

第２２条 学院長は、他の学生の模範となる学生を表彰することができる。 

２ 表彰の種類及びその適用については、学院長が決定する。 

（懲戒） 

第２３条 学院長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その学生を懲戒処分するこ

とができる。 

(1) 正当な理由がなく、授業に出席しないとき。 

(2) 学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。 

２ 懲戒の種類及びその適用については、学院長が決定する。 

第６章 健康管理 

（健康管理のための措置） 

第２４条 学院長は、学生の健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。 

（健康診断） 

第２５条 学院長は、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）の規定による学生の健康診断

を、学習年度ごとに、定期に実施する。 

第７章 授業料等の納入 

（授業料等の納入時期） 

第２６条 小樽市立高等看護学院の授業料等に関する条例（昭和４２年小樽市条例第３１号。以

下「条例」という。）第２条の規定により学生が納入すべき授業料、入学金及び受験料の納入

時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1) 授業料の年額 当該学習年度の５月２５日までの日 

(2) 入学金 学院に入学した日の属する年度の前号に定める日 

(3) 受験料 第９条の入学願書の提出の日 

（令２病院規程７・一部改正） 

（授業料等の納入猶予等の手続） 

第２７条 条例第４条の規定による授業料又は入学金（以下「授業料等」という。）の納入の猶

予又は減免（以下「納入猶予等」という。）は、次に掲げる場合に限り、申請することができ

るものとする。 

(1) 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下「修学支援法」とい

う。）の規定による授業料等の減免を受けようとする場合 

(2) 条例第６条に規定する修学資金その他の奨学金によっても授業料等の納入が困難な特別

な事情がある場合 

２ 前項第１号の規定による申請、可否の決定及び通知等は、修学支援法及びこれに基づく文部

科学省が定める要領等により行うものとする。 

３ 第１項第２号の規定による申請は、保証人と連署の上、納入猶予・減免申請書（様式第１１

号）を管理者に提出して行うものとする。 

４ 管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その可否を決定し、納入猶予・減免決定（却

下）通知書（様式第１２号）により当該申請書を提出した学生に通知するものとする。 

（令２病院規程７・一部改正） 

（授業料等の還付） 

第２８条 第２６条の規定により授業料等を納付した者が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該各号に定める額を還付する。 

(1) 当該年度の途中で退学し、又は休学した場合で、特別の事情があると管理者が認めるとき 

その退学し、又は休学した日の属する月の翌月以後の授業料の額 

(2) 修学支援法に基づく授業料等の減免を管理者が認めるとき 減免した授業料等の額 

（令２病院規程７・全改） 



 

 

第８章 組織 

（職員） 

第２９条 学院に置く職員は、小樽市病院局事務分掌規程（平成２６年小樽市病院局規程第９号）

第５条に定めるところによる。 

（令２病院規程７・一部改正） 

（会議等） 

第３０条 学院の運営に資するため、学院に次の会議等を置く。 

(1) 運営会議 

(2) 教務会議 

(3) 講師会議 

(4) 臨床指導者会議 

(5) 関係者評価委員会 

(6) 前各号に掲げるもののほか、学院長が必要と認める会議 

第９章 委任 

第３１条 この規程の施行に関し必要な事項は、学院長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第２６条及び第２７条中入学金に

関する部分の規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別表の規定は、この規程の施行の日以後の入学者について適用し、同日前の入学者に係る授

業科目、単位数及び授業時間数は、小樽市安全衛生委員会規則等の一部を改正する等の規則（平

成２１年小樽市規則第１３号）第８条の規定による廃止前の市立小樽病院高等看護学院学則（平

成２年小樽市規則第３５号）別表の規定の例による。 

附 則（平２１．７．７病院規程４５） 

この規程は、平成２１年７月７日から施行する。 

附 則（平２６．１２．１病院規程８）抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 

（市立小樽病院高等看護学院学則の経過措置） 

４ この規程の施行の際現に改正前の市立小樽病院高等看護学院学則の規定により作成された用

紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。 

附 則（平２８．６．１病院規程９） 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平２９．３．３１病院規程２） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平３１．４．２６病院規程８） 

この規程は、元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行の日から施行する。 

附 則（令２．３．３１病院規程７） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則（令３．１２．２３病院規程１０） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後の入学者について適用し、同日前の入学者



 

 

については、なお従前の例による。 

  附 則（令８．３．３１ 病院規程 ） 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙があ

る場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。 

３ 改正後の様式第６号は、この規程の施行の日以後の入学者について適用し、同日前の入学者

については、なお従前の例による。 

 

別表（第７条、第１４条―第１６条関係） 

授業科目、単位数及び授業時間数 

教育内容 授業科目 単位数 授業時間数 

基

礎

分

野 

科学的思考の基盤 物理学 1 15 

情報科学 1 30 

哲学 1 15 

心理学 1 30 

生物学 1 30 

人間と生活、社会の理解 国語表現法 1 30 

家族社会学 1 15 

人間関係論 1 15 

教育学Ⅰ 1 15 

教育学Ⅱ 1 15 

英会話 1 30 

保健体育 1 15 

音楽 1 15 

コミュニケーション論 1 30 

小計 14 300 

専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能 人体の構造と機能Ⅰ 1 30 

人体の構造と機能Ⅱ 1 30 

形態機能学演習 1 30 

疾病のなりたちと回復の促進 生化学 1 30 

栄養食事療法 1 15 

病理学 1 30 

疾病と看護Ⅰ 1 30 

疾病と看護Ⅱ 1 30 

疾病と看護Ⅲ 1 30 

疾病と看護Ⅳ 1 30 

疾病と看護Ⅴ 1 30 

疾病と看護Ⅵ 1 30 

疾病と看護Ⅶ 1 30 

疾病と看護Ⅷ 1 30 

臨床看護総論 1 15 

微生物学 1 15 



 

 

薬理学 1 15 

臨床薬理 1 15 

健康支援と社会保障制度 総合医療論 1 15 

公衆衛生学 1 30 

社会保障・社会福祉Ⅰ 1 15 

社会保障・社会福祉Ⅱ 1 15 

関係法規Ⅰ 1 15 

関係法規Ⅱ 1 15 

小計 24 570 

専

門

分

野 

基礎看護学 看護学概論 1 30 

基礎看護技術論Ⅰ 1 30 

基礎看護技術論Ⅱ 1 30 

基礎看護技術論Ⅲ 1 30 

基礎看護技術論Ⅳ 1 30 

基礎看護技術論Ⅴ 1 45 

基礎看護技術論Ⅵ 1 45 

基礎看護技術総論 1 30 

看護過程 1 30 

看護の探求Ⅰ 1 30 

看護の探求Ⅱ 1 15 

地域・在宅看護論 地域・在宅看護論Ⅰ 1 45 

地域・在宅看護論Ⅱ 1 15 

地域・在宅看護論Ⅲ 1 15 

地域・在宅看護論Ⅳ 1 15 

地域・在宅看護論Ⅴ 1 30 

地域・在宅看護論Ⅵ 1 15 

健康状態別看護 家族看護 1 15 

健康支援と看護 1 15 

薬物療法と看護 1 30 

がん看護 1 30 

終末期看護 1 30 

成人看護学 成人看護学概論 1 15 

成人看護学援助論Ⅰ 1 30 

成人看護学援助論Ⅱ 1 30 

成人看護学援助論Ⅲ 1 15 

老年看護学 老年看護学概論 1 15 

老年看護学援助論Ⅰ 1 30 

老年看護学援助論Ⅱ 1 30 

老年看護学援助論Ⅲ 1 30 

小児看護学 小児看護学概論 1 30 

小児看護学援助論Ⅰ 1 30 

小児看護学援助論Ⅱ 1 30 

小児看護学援助論Ⅲ 1 15 

母性看護学 母性看護学概論 1 30 



 

 

母性看護学援助論Ⅰ 1 30 

母性看護学援助論Ⅱ 1 30 

母性看護学援助論Ⅲ 1 15 

精神看護学 精神看護学概論 1 15 

精神保健 1 30 

精神看護学援助論Ⅰ 1 30 

精神看護学援助論Ⅱ 1 15 

看護の統合と実践 看護の統合Ⅰ 1 30 

看護の統合Ⅱ 1 30 

看護の統合Ⅲ 1 15 

看護の統合Ⅳ 1 15 

小計 46 1,185 

臨

地

実

習 

基礎看護学 基礎看護学実習Ⅰ 1 45 

基礎看護学実習Ⅱ 2 90 

成人看護学 成人看護学実習Ⅰ 2 90 

成人看護学実習Ⅱ 2 90 

成人看護学実習Ⅲ 2 90 

老年看護学 老年看護学実習Ⅰ 2 90 

老年看護学実習Ⅱ 2 90 

小児看護学 小児看護学実習Ⅰ 1 45 

小児看護学実習Ⅱ 1 45 

母性看護学 母性看護学実習Ⅰ 1 45 

母性看護学実習Ⅱ 1 45 

精神看護学 精神看護学実習 2 90 

地域・在宅看護論 地域・在宅看護実習Ⅰ 1 45 

地域・在宅看護実習Ⅱ 1 45 

看護の統合と実践 統合看護実習 2 90 

小計 23 1,035 

総計 107 3,090 

 



５．小樽市立高等看護学院 細則 

 

制  定  平成２１年４月１日学院長決裁 

最近改定   令和４年３月１日学院長決裁 

（趣旨） 

第１条 この細則は、小樽市立高等看護学院学則（平成２１年小樽市病院局規程第２９号。以下 

「学則」という。）第３１条の規定に基づき、学則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（始業時間及び終業時間）  

第２条 小樽市立高等看護学院（以下「学院」という。）の始業時間は８時５０分、終業時間は 

１７時とする。 

２  学院の長（以下「学院長」という。）は、必要があると認めるときは、臨時に前項に規定する始 

業時間及び終業時間を変更することができる。 

（授業時間）  

第３条 学院の授業時間は１講義につき９０分とし、その開始時間及び終了時間は次表のとおりとす 

る。ただし、前条第２項の規定により臨地実習の場合においては、この限りでない。 

 

区 分   開始時間   終了時間 

 １講目       ９時００分  １０時３０分 

 ２講目  １０時４０分  １２時１０分 

 ３講目  １３時００分  １４時３０分 

 ４講目  １４時４０分  １６時１０分 

 

（試験及び評価）  

第４条 学則第１４条第１項の規定による試験（以下単に「試験」という。）は、第１学期及び第２  

学期の終了時並びに学院長が必要と認めるときに実施する。 

２  試験及び学則第１４条第１項の規定による評価の結果は、次の各号に掲げる得点に応じ当該各号 

に定めるところにより評定するものとする。 

（１） ８０点以上 優 

（２） ７０点以上７９点以下 良 

（３） ６０点以上６９点以下 可 

（４） ５９点以下 不可 
３  学則第１４条第２項後段の規定による学院長が定める親族は、次の各号に掲げる親族とし、同項 

後段の学院長が定める時間は、当該各号に掲げる親族の死亡の日以後当該各号に定める日における 

授業の時間とする。 

（１） 両親、配偶者又は子３日 

（２） 兄弟姉妹２日 

（３） 祖父母１日 

（再試験）  

第５条 学則第１４条第５項の規定による再試験は、１００点満点とし、６０点以上を合格点とする。 

２  前項の規定により合格した者の当該授業科目に係る評定は、可とする。 

（追試験）  

第６条 学則第１４条第６項の規定による追試験（以下単に「追試験」という。）の機会を与えるやむを得な

い理由は、病気（伝染病を含む。）、服喪、事故又は災害その他の学院の学生（以下単に「学生」という。）の

意思を伴わないものとする。 

２  追試験においては、正規の得点に１００分の９０を乗じて得た得点を正規の得点とみなして、当該得点

の６０点以上を合格点とし、第４条第２項の評定を行う。ただし、上記のやむを得ない理由に該当する学生

においては、正規の試験と同様の点数の扱いとする。 

 



（臨地実習） 

第７条 臨地実習においては、次の表の左欄に掲げる第７条授業科目に合格した後でなければ、同表右欄に掲

げる授業科目を履修することができない。ただし、学院長がやむを得ない事情があると認めたときは、この

限りでない。 

 

基礎看護学実習Ⅰ 基礎看護学実習Ⅱ  

基礎看護学実習Ⅱ 成人看護学実習Ⅰ、老年看護学実習Ⅰ、小児 

看護学実習Ⅰ、母性看護学実習Ⅰ及び在宅看 

護論実習Ⅰ 

成人看護学実習Ⅰ 成人看護学実習Ⅱ及び成人看護学実習Ⅲ  

老年看護学実習Ⅰ 老年看護学実習Ⅱ  

小児看護学実習Ⅰ 小児看護学実習Ⅱ  

母性看護学実習Ⅰ 母性看護学実習Ⅱ  

在宅看護論実習Ⅰ 在宅看護論実習Ⅱ  

成人看護学実習Ⅱ、成人看護学実習Ⅲ、老年看護

学実習Ⅱ、小児看護学実習Ⅱ、母性看護 

学実習Ⅱ、精神看護学実習及び在宅看護論実習Ⅱ 

統合看護実習 

 

２  学則第１４条第５項の規定による臨地実習における再評価（再実習）は、原則として１回に限って実施

するものとする。１００点満点とし、６０点以上を合格点とする。 

３  前項の規定により合格した者の当該科目に係る評定は、可とする。 

  

（単位の認定）  

第８条 学生は、学則第１５条第２項の規定による認定を求めようとするときは、その証拠書類を沿 

えて学院長に申し出なければならない。 

２  学院長は、前項の申出を受けた場合は、速やかにその認定の可否を検討し、その結果を当該学生 

に通知するものとする。 

３  学生は、前項の規定により単位の認定の通知を受けた授業科目であっても、その希望により聴講 

することができるものとする。 

（欠席） 

第９条 次の各号に掲げる場合は、欠席として取り扱うものとする。 

（１） １講の授業にまったく出席していない場合 

（２） １講の授業に遅刻又は早退をし、当該授業時間の３分の１を超える時間出席がない場合 

（３） 試験を休んだ場合 

（病気による休学等）  

第１０条 学則第１９条第１項の規定による休学の理由が病気である場合には、学生は、同項の休学 

願に医師の診断書を添付しなければならない。学則第２０条の復学願を提出しようとするときも同 

様とする。 

（健康診断）  

第１１条 学生の健康管理のため、学院に学校医及び学校歯科医各１名その他必要な職員を置く。 

２ 学院長は、学生ごとに健康手帳を作成して健康状態を記録するとともに、その健康管理及び健康 

指導の資料とするものとする。 

３  学則第２５条の規定により実施する健康診断は、年１回、各学年ごとに次表に掲げる項目につい 

て行うものとする。 

 

項  目 第１学年 第２学年 第３学年 

血

液

検

査 

血液一般検査 ○ ○ ○ 

ＨＢｓ抗原抗体 ○   

麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘 ○   

結核 ○   



身体計測（身長、体重） ○ ○ ○ 

尿検査 ○ ○ ○ 

レントゲン撮影 ○ ○ ○ 

血圧測定 ○ ○ ○ 

学校医による内科検診 ○ ○ ○ 

学校歯科医による歯科検診 ○ ○ ○ 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 
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